
対象車
国の新たな燃費試験方法に基づき型式認証を取得し

た軽油を燃料とする重量車（車両総重量3.5t超）
車両型式２桁目が「V」又は「W」の車両

（例:2VG －＊＊＊,2WG－＊＊＊＊）

該当要件
平成28年排出ガス規制適合、かつ以下の燃費要件を

満たす車両

適用期間
令和９年３月３１日までの導入義務達成率への算定

【35条】 ≪現行要件≫ ≪新要件（追加）≫

車両総重量 H27燃費基準 R7燃費基準

3.5t超~7.5t以下 110%以上 又は 95%以上

7.5t超 105%以上 又は 90%以上



【お問い合わせ先】
 ○東京都環境局 環境改善部 自動車環境課 自動車対策担当
  電話番号: 03-5388-3462
  メールアドレス:S0000628@section.metro.tokyo.jp
 ※自動車環境管理計画書制度については、下記の相談窓口
  までお問い合わせください。
 ○自動車環境管理計画書相談窓口
  電話番号: 03-5388-3526
  メールアドレス:jkeikaku@kankyo.metro.tokyo.jp


